
議案第１０８号 

 

   石岡市八郷総合支所複合施設条例を制定することについて 

 

 石岡市八郷総合支所複合施設条例を制定することについて，地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により議会の議決

を求める。 

 

  令和３年１１月３０日 提 出 

 

石岡市長 谷 島 洋 司 

 

   提 案 理 由 

 石岡市八郷総合支所複合施設を公の施設として設置するため。 

 

 

 



石岡市八郷総合支所複合施設条例 

 

（設置） 

第１条 石岡市八郷地区の拠点施設として，地域住民の利便性の向上に資す

るとともに，市民の交流及び福祉の増進を図り，教育及び文化の発展に寄

与するため，石岡市八郷総合支所複合施設（以下「複合施設」という。）

を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 複合施設の名称及び位置は，次のとおりとする。 

名称 位置 

石岡市八郷総合支所複合施設  石岡市柿岡5680番地１ 

（施設） 

第３条 複合施設は，次に掲げる施設をもって構成する。 

 (1) 石岡市八郷総合支所 

(2) 石岡市立中央図書館条例（平成17年石岡市条例第83号）第３条第１項

に規定する石岡市郷の本棚やさと図書館 

(3) 農村資料室 

（職員） 

第４条 複合施設の管理運営に必要な職員を置くことができる。 

（損害賠償） 

第５条 複合施設の建物，附帯設備，器具等を故意又は過失により汚損，破  

 損又は滅失した者は，速やかに，これを現状に復し，又はその損害を賠償

しなければならない。 

（委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和４年４月１日から施行する 

（石岡市農村資料館条例等の廃止） 



２ 次に掲げる条例は，廃止する。 

(1)  石岡市農村資料館条例（平成17年石岡市条例第95号） 

(2) 石岡市障害者福祉施設けやきの家条例（平成17年石岡市条例第113号 

   ） 

(3) 石岡市農村高齢者センター条例（平成18年石岡市条例第38号） 

（石岡市公共施設の暴力排除に関する条例の一部改正）  

３ 石岡市公共施設の暴力排除に関する条例（平成17年石岡市条例第12号） 

の一部を次のように改正する。  

  別表中「石岡市農村資料館条例（平成17年石岡市条例第95号）」，「石

岡市障害者福祉施設けやきの家条例（平成17年石岡市条例第113号）」及

び「石岡市農村高齢者センター条例（平成18年石岡市条例第38号）」を削

り，同表に次のように加える。 

  石岡市八郷総合支所複合施設条例（令和３年石岡市条例第 号） 

 （石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の 

一部改正） 

４ 石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（ 

 平成17年石岡市条例第49号）の一部を次のように改正する。 

  別表農村資料館協議会委員の項を削る。  

（石岡市立中央図書館条例の一部改正） 

５ 石岡市立中央図書館条例の一部を次のように改正する。 

  第３条を次のように改める。 

  （分館及び配本所） 

第３条 図書館に，次のとおり分館を置く。 

名称 位置 

石岡市郷の本棚やさと図書館 石岡市柿岡5680番地１ 

２ 図書館の活動を十分に行わせるため，必要に応じて配本所を置くこと

ができる。 

 

 


